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学校保健の現状と問題点

　児童生徒等をとりまく環境の変化により生
じた様々な問題に対応するために、平成２３年
度に全国から抽出された１０，３５１校を対象に

「今後の健康診断の在り方に関する調査」が
行われ、平成２４年度に文部科学省に設置され
た「今後の健康診断の在り方等に関する検討
会」より提出された意見書を基に、平成２６年
₄月に学校保健安全法施行規則の一部改正が
行われた。主な変更点は座高と寄生虫卵検査
が必須項目から削除、「四肢の状態」が必須
項目に追加、色覚異常に関する取り扱いの見
直しなどで、本年度から新様式での健診が実
施されている。本稿では今回の改正に関する
問題と県内の学校保健の抱える問題や課題に
ついてまとめてみた。
　運動器検診：今年度から新たに内科健診時
の健診項目に四肢の状態が必須項目として加
えられ、「脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有
無」から「脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有
無並びに四肢の状態」に改正された結果、学
校健診で四肢の形態及び発育並びに運動器の

機能状態についても異常の有無を判断しなけ
ればならなくなった。現場からは内科健診の
時間的、その他の制約により、学校医の負担
が大幅に重くなる、対応が困難であるなどの
意見が噴出した。一部の地域で整形外科医が
学校医として参加したケースも報告されてい
るが、多くの場合、整形外科を専門としない
学校医が、整形外科的異常の有無について判
断しなければならない点が問題となってい
る。学校保健委員会では県教育庁からの依頼
を受けて、整形外科医を含むプロジェクト
チームを結成し、現場の混乱を軽減する様な
工夫を施した標準的な保健調査票の作成に取
り組んだ。四肢の異常の発見のためには、常
時児童生徒等と接触している家族からの発信
情報と、学校における日頃の観察が重要で、
保健調査表により問題があると思われるケー
スをあらかじめピックアップする事で、学校
医が運動器の異常の有無を確認するために要
する時間を大幅に短縮できる。しかし、運動
器のチェックにかかる時間は決して短時間と
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は言えず、学校医の負担増が解決した訳では
ない。また、脳性麻痺などで四肢の状態の
チェックを行えない場合にどうするのかな
ど、今年度新しい様式で学校健診を実際に
行ってみて確認できた疑問点にどう対応する
のかについては、文部科学省によるＱ＆Ａな
どを待ちたい。なお、この問題については本
年₉月に山形で行われる東北学校保健・学校
医大会のシンポジウム「新たな児童生徒の健
康診断について」で取り上げられる事になっ
ている。
　学校医の待遇：学校医の報酬は地方自治法
で規定されているが、算定方法や算定額は各
市町村まちまちで標準的な基準は存在しな
い。郡市医師会を対象としたアンケート調査

（以下アンケート調査）で、県内の学校医報
酬は地区間で約₂倍の差がみられる事が明ら
かになっている。統一的な報酬額体系を作る
ことは容易ではないが、できるだけ標準的な
基準額に沿った格差の少ない状態となる事が
望まれる。
　協力医の身分：学校医は特別職の非常勤嘱
託職員（国立学校の場合には一般職非常勤職
員）として扱われるので、学校医業務での訴
訟などについては個人としてその責任を問わ
れる事はなく、また、業務へ向かう途中の事
故なども公務災害として扱われるが、大規模
校で健診の対象人数が多い場合に、協力医と
して健診業務に加わった場合の身分が本県に
おいては不明確である事が問題となってい
る。協力内科医についての明確な規定が定め
られている県もあること、協力内科医がなか
なか見つからない事が今後学校医の選任に際
して支障を来す可能性が高いことから、協力
医の身分について明確な規定が必要である。
　学校医と産業医：学校医の職務には様々な
ものがあるが、通常の学校医としての仕事の

他に、教育委員会又は学校の設置者の求めに
より学校職員の健康診断を行う事になってい
る。しかし、学校職員の健康診断については、
基本的に労働安全衛生法に規定される部分が
多いこと、学校医が日医認定産業医の資格を
有しているとは限らないこと、学校医の報酬
には通常産業医に支払われる報酬が含まれて
いないことなどから、産業医としての仕事を
求める場合には学校医とは別に産業医を依頼
する、産業医も兼任することが可能な場合に
は学校医の報酬とは別に産業医の報酬を取り
決めるべきである。
　学校医の補充：学校医が欠員となった場合、
学校医の補充が困難なケースが見受けられ、
アンケート調査で約半数の医師会で補充が困
難との回答があった。確保が困難な理由は
様々と思われるが、前述した内科健診の負担
増、協力医の不明確な身分的保証や学校医の
報酬が無関係であるとは思われない。今後、
これらの課題について改善を求めるととも
に、補充が困難な理由等についてもさらなる
調査・分析を行い、学校医の補充がスムーズ
に行える様な体制作りが必要である。
　学校医の手引き：多くの先生方のご協力に
より学校医の手引き（福島県版）が平成２８年
₃月に完成した。関係各所に配付したが、非
常に評判が良いと聞いている。今後、少しで
も学校医の先生方のお役に立てる事を目指し
て、必要に応じて改訂を行い現在の質を維持
していきたい。
　以上、現在、学校保健委員会で解決してい
く必要がある問題として把握している点を中
心にまとめてみた。県内の学校保健が今後よ
り一層充実したものとなるように他県との意
見交換などで情報を収集し、関係部署との確
認・交渉を行い改善を求めて行きたいと考え
ている。


